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(57)【要約】
【課題】剛性、寸法安定性に優れた絶縁層付支持材料の
製造方法、絶縁層付支持材料、プリント配線板および絶
縁層付支持材料の製造装置を提供すること。
【解決手段】金属箔または樹脂フィルムからなる支持材
料１０と、支持材料１０の一方の面側に、基材３０に樹
脂７０を含浸させた絶縁層３７が積層された絶縁層付支
持材料１３０を連続的に製造する方法であって、支持材
料１０の一方の面側に、第一の樹脂７１を含む第一の含
浸材料５１を塗布し、基材３０の一方の面側を、支持材
料１０の第一の含浸材料５１が塗布された面に張り合わ
せる。次に、基材３０の他方の面側に第二の樹脂７２を
含む第二の含浸材料５２を塗布することを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属箔または樹脂フィルムからなる支持材料と、
　前記支持材料の一方の面側に、基材に樹脂を含浸させた絶縁層が積層された絶縁層付支
持材料を連続的に製造する方法であって、
　前記支持材料の一方の面側に、第一の樹脂を含む第一の含浸材料を塗布する工程と、
　前記基材の一方の面側を、前記支持材料の第一の含浸材料が塗布された面に張り合わせ
る工程と、
　前記基材の他方の面側に第二の樹脂を含む第二の含浸材料を塗布する工程と、を含むこ
とを特徴とする絶縁層付支持材料の製造方法。
【請求項２】
　前記第二の含浸材料を塗布する工程の後、前記支持材料を水平に搬送しながら乾燥を行
う乾燥工程をさらに含む請求項１に記載の絶縁層付支持材料の製造方法。
【請求項３】
　前記基材の厚さが、８μｍ以上、３０μｍ以下である請求項１または２に記載の絶縁層
付支持材料の製造方法。
【請求項４】
　前記基材は、ガラス織布である請求項１ないし３のいずれかに記載の絶縁層付支持材料
の製造方法。
【請求項５】
　前記第一または第二の含浸材料の塗布は、ロールによって行われ、前記ロールには彫刻
加工による溝が設けられており、該溝に保持された前記第一または第二の含浸材料を前記
支持材料または前記基材に転写される請求項１ないし４のいずれかに記載の絶縁層付支持
材料の製造方法。
【請求項６】
　前記ロールは、グラビアロールである請求項５に記載の絶縁層付支持材料の製造方法。
【請求項７】
　前記張り合わせる工程において、前記基材の、前記支持材料に対する張り合わせ角度が
鋭角である請求項１ないし６のいずれかに記載の絶縁層付支持材料の製造方法。
【請求項８】
　前記第一の含浸材料を塗布する工程から乾燥工程において、前記基材に与えられる張力
は、前記支持材料に与えられる張力に比べて小さい請求項１ないし７のいずれかに記載の
絶縁層付支持材料の製造方法。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかの製造方法で得られた絶縁層付支持材料。
【請求項１０】
　請求項９に記載の絶縁層付支持材料の絶縁層面側を、内層回路板の片面または両面に重
ね合わせて加熱、加圧してなるプリント配線板。
【請求項１１】
　金属箔または樹脂フィルムからなる支持材料と、前記支持材料の一方の面側に、基材に
樹脂を含浸させた絶縁層が積層された絶縁層付支持材料を連続的に製造する装置であって
、
　前記支持材料の一方の面側に、第一の樹脂を含む第一の含浸材料を塗布する第一塗布手
段と、
　前記支持材料の前記第一の含浸材料が塗布された面に、前記基材の一方の面側を張り合
わせる張り合わせ手段と、
　前記基材の他方の面側に、第二の樹脂を含む第二の含浸材料を塗布する第二の塗布手段
と、を含むことを特徴とする絶縁層付支持材料の製造装置。
【請求項１２】
　前記第一または前記第二の塗布手段は、グラビアロールである請求項１０に記載の絶縁
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層付支持材料の製造装置。
【請求項１３】
　前記第二の含浸材料を塗布した後、前記支持材料を水平に搬送しながら乾燥する乾燥手
段を有する請求項１１または１２に記載の絶縁層付支持材料の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁層付支持材料の製造方法、絶縁層付支持材料、プリント配線板および絶
縁層付支持材料の製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多層プリント配線板を製造する場合、回路が形成された内層回路基板上に、ガラ
スクロス基材にエポキシ樹脂を含浸して半硬化させて得られるプリプレグシートを１枚以
上重ね、更にその上に銅箔を重ねて、熱板プレスにてこれらを加圧一体成形する方法を用
いてきた。また、所望の多層プリント配線板になるまで、ガラスクロス入りプリプレグと
銅箔とを積層する工程が複数回繰り返される。そのため、各工程中に異物が混入しやすい
という問題があった。
【０００３】
　近年、これらの問題を解決するため、銅箔に直接絶縁樹脂層を積層した材料が、多層プ
リント配線板の製造に用いられるようになっている。これらの材料を用いることにより、
薄型化された多層プリント配線板の製造も可能になることから、近年銅箔に直接絶縁樹脂
層を積層した材料の需要がますます増えてきている。
【０００４】
　しかし、従来のプレス方式における技術では上述の銅箔に直接絶縁樹脂層を積層した材
料では、加熱加圧積層時に樹脂が流れ出し易く、そのため、絶縁樹脂層の厚みを精度良く
コントロールすることが困難であった。また、材料厚さが薄いために取り扱いが難しく、
塗工時における材料の切れや、製品ハンドリング時における折れ等の不良が多発し、歩留
まりが低下し、最終的な製品コストとして非常に高コストとなる場合があった。また、材
料に剛性を持たすため、絶縁樹脂層にガラスクロス等の基材に樹脂成分を含浸させて用い
ることが提案されているが、薄いガラスクロスを用いる場合には、塗工・含浸時に切れが
発生しやすく、生産性、歩留まりが低下する問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１４７１７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、剛性、寸法安定性を維持しつつ、製
造安定性に優れた絶縁層付支持材料の製造方法、絶縁層付支持材料、プリント配線板およ
び絶縁層付支持材料の製造装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の絶縁層付支持材料の製造方法は、金属箔または樹脂フィルムからなる支持材料
と、前記支持材料の一方の面側に、基材に樹脂を含浸させた絶縁層が積層された絶縁層付
支持材料を連続的に製造する方法であって、前記支持材料の一方の面側に、第一の樹脂を
含む第一の含浸材料を塗布する工程と、前記基材の一方の面側を、前記支持材料の第一の
含浸材料が塗布された面に張り合わせる工程と、前記基材の他方の面側に第二の樹脂を含
む第二の含浸材料を塗布する工程と、を含むことを特徴とする。
【０００８】
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　本発明によれば、前記支持材料の一方の面側に、第一の樹脂を含む第一の含浸材料を塗
布し、前記基材の一方の面側を、前記支持材料の第一の含浸材料が塗布された面に張り合
わせ、前記基材の他方の面側に第二の含浸材料を塗布する。支持材料に塗布された第一の
含浸材料面に基材を張り合わせて、基材に第一の含浸材料を含浸させているため、支持材
料を搬送することにより基材に余分な張力が掛らず、寸法安定性に優れた多層プリント配
線板用の絶縁層付支持材料を製造することが可能となる。また、基材の他方の面側から第
二の含浸材料を塗布し、第二の含浸材料を基材に含浸させるときに、基材に第二の含浸材
料が含浸する際、支持材料の搬送方向後端部分は含浸材料が未含浸領域なので、基材に内
包されている空気が未含浸領域から押し出されるためボイドの少ない絶縁層付支持材料の
製造方法を提供することができる。
【０００９】
　また、前記基材の厚さは、８μｍ以上、３０μｍ以下をもちいてもよい。これにより、
薄型に対応した高多層プリント配線板とすることができる。
【００１０】
　また、前記基材は、ガラス織布を用いてもよい。
【００１１】
　また、前記第一または第二の含浸材料の塗布は、溝に保持された前記第一および第二の
含浸材料を前記支持材料または前記基材に転写するようにしてもよく、前記張り合わせる
工程において、前記基材の、前記支持材料に対する張り合わせ角度を鋭角にしてもよい。
また、前記第一の含浸材料を塗布する工程から乾燥工程において、前記基材に与えられる
張力は、前記支持材料に与えられる張力に比べて小さくてもよい。これにより、基材を支
持材料に沿わせるような角度で張り合わせることが出来るので、基材に余分な張力がかか
らず、歪みが少ない絶縁層付支持材料の製造方法を提供することができる。
【００１２】
　また、上記の方法によって、剛性、寸法安定性に優れた絶縁層付支持材料を提供できる
。
【００１３】
　また、絶縁層付支持材料の絶縁層面側を、内層回路板の片面または両面に重ね合わせて
加熱、加圧してプリント配線板とすることができる。
【００１４】
　本発明の絶縁層付支持材料の製造装置は、金属箔または樹脂フィルムからなる支持材料
と、前記支持材料の一方の面側に、基材に樹脂を含浸させた絶縁層が積層された絶縁層付
支持材料を連続的に製造する装置であって、前記支持材料の一方の面側に、第一の樹脂を
含む第一の含浸材料を塗布する第一塗布手段と、前記支持材料の前記第一の含浸材料が塗
布された面に、前記基材の一方の面側を張り合わせる張り合わせ手段と、前記基材の他方
の面側に、第二の樹脂を含む第二の含浸材料を塗布する第二の塗布手段と、を含むことを
特徴とする。
【００１５】
　また、前記第一および／または前記第二の塗布手段は、グラビアロールであってもよい
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、剛性、寸法安定性を維持しつつ、製造安定性に優れた絶縁層付支持材
料の製造方法、絶縁層付支持材料、プリント配線板および絶縁層付支持材料の製造装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の絶縁層付支持材料の製造方法および製造装置の一実施形態を示す概略図
である。
【図２】図１にて円Ｉで示す領域の拡大図である。
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【図３】図１にて円ＩＩで示す領域の拡大図である。
【図４】本発明の絶縁層付支持材料の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の絶縁層付支持材料の製造方法、絶縁層付支持材料、プリント配線板およ
び絶縁層付支持材料の製造装置について詳細に説明する。
【００１９】
　本発明の絶縁層付支持材料１３０の製造方法は、金属箔または樹脂フィルムからなる支
持材料１０と、支持材料１０の一方の面側に、基材３０に樹脂を含浸させた絶縁層３７が
積層された絶縁層付支持材料１３０を連続的に製造する方法である。
　支持材料１０の一方の面側に、第一の樹脂７１を含む第一の含浸材料５１を塗布し、基
材３０の一方の面側を、支持材料１０の第一の含浸材料５１が塗布された面に張り合わせ
る。次に、基材３０の他方の面側に第二の樹脂７２を含む第二の含浸材料５２を塗布する
。
【００２０】
　図４は、本発明の絶縁層付支持材料の製造方法によって得られる絶縁層付支持材料１３
０の一実施形態を示す断面図である。絶縁層付支持材料１３０は、金属箔または樹脂フィ
ルムからなる支持材料１０と、支持材料１０の一方の面に設けられた絶縁層３７とを備え
る。この絶縁層３７は、基材３０に第一および第二の樹脂７１、７２が含浸された構成を
有し、この絶縁層３７の厚さは、特に限定はされないが、１０μｍ以上、５０μｍ以下で
あることが好ましい。
【００２１】
　本発明で用いる金属箔または樹脂フィルムからなる支持材料１０としては、特に限定は
されないが、例えば金属箔としては、銅または銅系合金、アルミまたはアルミ系合金、鉄
または鉄系合金、ステンレス等が用いられる。また、例えば樹脂フィルムとしては、フッ
素系樹脂、ポリイミド樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート
等のポリエステル樹脂等で構成される樹脂フィルム等が挙げられる。
　樹脂フィルムとしては、これらの中でも、耐熱性に優れ、安価であることから、ポリエ
チレンテレフタレートが好ましく、絶縁層３７が形成される面に剥離可能な処理が施され
たものであることが好ましい。これにより、多層プリント配線板の製造時または製造後に
、絶縁層３７と支持材料１０とを容易に分離することができる。
　また、金属箔を形成する金属としては、導電性に優れ、エッチングによる回路形成が容
易であり、また、安価であることから銅または銅合金が好ましい。
【００２２】
　本発明で用いる基材３０としては、特に限定はされないが、例えばガラス織布、ガラス
不織布等のガラス繊維基材、あるいはガラス以外の無機化合物を成分とする織布または不
織布等の無機繊維基材、芳香族ポリアミド樹脂、フッ素樹脂等の有機繊維で構成される有
機繊維基材等が挙げられる。これら基材の中でも熱時の剛性、強度の点でガラス織布に代
表されるガラス繊維基材が好ましい。基材３０の厚さは、８μｍ以上、３０μｍ以下をも
ちいることが好ましい。これにより、多層プリント配線板の剛性を維持しつつ薄型の多層
プリント配線板とすることができる。
【００２３】
　本発明に用いられる第一の樹脂７１と第二の樹脂７２とは、同じ樹脂成分であってもよ
し、異なっていてもよい。また、樹脂成分としては、熱硬化性樹脂が好ましい。熱硬化性
樹脂としては、エポキシ樹脂を用いることが好ましい。
　エポキシ樹脂としては特に限定はされないが、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビス
フェノールＦ型エポキシ樹脂、フェノールノボラックエポキシ樹脂、クレゾールノボラッ
クエポキシ樹脂、ビスフェノールＡノボラックエポキシ樹脂、ナフタレン変性エポキシ樹
脂、ジシクロペンタジエン変性エポキシ樹脂、アラルキル変性エポキシ樹脂、ジアミノジ
フェニルメタン変性エポキシ樹脂などが挙げられる。また難燃性を発現させるためにこれ
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らのエポキシ樹脂をハロゲン化したものが挙げられる。また、フェノキシ樹脂を用いても
良い。これにより、積層板の耐熱性を向上させることができ密着性を向上させることがで
きる。また、基材表裏に個別に含浸させることにより、基材表裏の樹脂付着量を容易にコ
ントロールすることができるため、反りの少ない絶縁層付支持材料１３０の製造方法を提
供することができる。
【００２４】
　次に、エポキシ樹脂硬化剤はアミン化合物、イミダゾール化合物、酸無水物、フェノー
ル樹脂化合物など、特に限定されるものではないが、アミン系化合物は少量でエポキシ樹
脂を十分に硬化させることができ、樹脂の難燃性を発揮できるので好ましいものである。
アミン系化合物は、融点１５０℃以上の常温で固形であり、有機溶剤に可溶で、エポキシ
樹脂への溶解性が小さく、１５０℃以上の高温になって、エポキシ樹脂と速やかに反応す
る物が特に好ましい。具体的にはジシアンジアミド、ジアミノジフェニルメタン、ジアミ
ノジフェニルスルフォン等がある。これらのアミン系化合物は溶剤に溶解させ、エポキシ
樹脂ワニス中に均一に分散される。エポキシ樹脂との相溶性が小さいので、溶剤を揮発、
除去した場合、ミクロに樹脂中に分散され、常温～１００℃では反応が進行せず、従って
保存安定性を良好に保ちつつ均一なエポキシ樹脂硬化物を得ることができる。
【００２５】
　上記成分の他に、弾性率、線膨張率、耐熱性、耐燃性の向上のために、溶融シリカ、結
晶性シリカ、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、クレー、硫酸バリウム、
マイカ、タルク、ホワイトカーボン、ホウ酸アルミ、Ｅガラス微粉末などを樹脂分に対し
て１～４５重量％以下含有してもよい。この範囲内に含有されていれば、層間絶縁樹脂層
の粘性が適正で、内層回路間への埋め込み性が良好となる。
【００２６】
　更に、金属箔や内層回路基板との密着性を高めたり、耐湿性を向上させるためにエポキ
シシラン等のシランカップリング剤あるいはチタネート系カップリング剤、ボイドを防ぐ
ための消泡剤、あるいは液状または微粉末タイプの難燃剤の添加も可能である。
【００２７】
　溶剤としては、配合樹脂ワニスを塗布し、８０℃～１８０℃で乾燥した後において、樹
脂中に残らないものを選択しなければならない。例えば、アセトン、メチルエチルケトン
、トルエン、キシレン、ｎ－ヘキサン、メタノール、エタノール、メチルセルソルブ、エ
チルセルソルブ、メトキシプロパノール、シクロヘキサノン、Ｎ，Ｎジメチルフォルムア
ミドなどが用いられる。
【００２８】
　次に、本発明の絶縁層付支持材料の製造方法の一実施形態について説明する。
【００２９】
　本発明の、絶縁層付支持材料の製造方法としては、以下の工程に分けることができる。
（ｉ）工程（ａ）では、金属箔または樹脂フィルムからなる支持材料１０の一方の面側に
第一の含浸材料５１を塗布する工程。
（ｉｉ）工程（ｂ）では、基材３０の一方の面側を、支持材料１０の第一の樹脂７１を含
む第一の含浸材料５１が塗布された面に張り合わせる工程。
（ｉｉｉ）工程（ｃ）では、基材３０の他方の面側に第二の樹脂７２を含む第二の含浸材
料５２を塗布する工程。
（ｉｖ）基材３０に含浸された含浸材料を乾燥させることにより絶縁層付支持材料１３０
を得る工程（工程ｄ）。
　以下、各工程について説明する。
【００３０】
＜工程（ａ）＞
　本発明の絶縁層付支持材料の製造方法において、長尺帯状の金属箔または樹脂フィルム
からなる支持材料１０の一方の面側に第一の含浸材料５１を塗布する塗布方式としては、
特に限定はされないが、溝に保持された第一の含浸材料５１を基材３０に転写する方法が
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好ましく、塗布方式としては、薄膜塗布における厚み精度に優れるグラビアロールを使用
した塗布方式が好ましい。これにより、基材３０の切れ、破れ等の量産安定性に優れる。
　グラビアロールでの塗布においては、所定の樹脂量を塗布出来るグラビアロールの版目
を用い、塗布スピードの２から３倍の回転数にて、塗布方向に対して逆転方向に回転させ
余剰樹脂をドクターナイフで掻き落とし、必要な樹脂分を支持材料に転写させることが好
ましい。
【００３１】
＜工程（ｂ）＞
　次に、工程（ｂ）においては、基材３０の一方の面側を、支持材料１０の第一の含浸材
料５１が塗布された面に張り合わせる。この張り合わせ角度としては、鋭角であることが
好ましい。これにより、基材３０を支持材料１０に沿わせるような角度で張り合わせるこ
とが出来るので、基材３０に歪みが少ない絶縁層付支持材料１３０の製造方法とすること
ができる。また、支持材料１０と基材３０との張り付け時の基材３０側の張力は、寸法変
化を抑えるためにも、３０Ｎ以下が好ましい。
【００３２】
＜工程（ｃ）＞
　工程（ｃ）においては、基材３０の他方の面側に第二の樹脂７２を含む第二の含浸材料
５２を塗布する。第二の樹脂７２は、第一の樹脂７１と同じ成分であってもよいし異なっ
ていてもよい。塗布方式については、工程（ａ）と同じ塗布方式が好ましい。
【００３３】
＜工程（ｄ）＞
　工程（ｄ）では、基材３０に含浸された含浸材料を乾燥させることにより絶縁層付支持
材料１３０を得る。乾燥条件としては、特に限定はされないが、樹脂中に揮発成分が樹脂
に対して１．５％以下になるように作成することが好ましく、乾燥温度は６０℃～１８０
℃の範囲が好ましく、乾燥時間は２分～１０分の範囲が好ましい。また、基材が薄いとき
は、強度に乏しく、塗布時の張力により内部ひずみを持ちやすく、この内部ひずみを有す
ることで、多層プリント配線板の反り、寸法安定性などの加工特性に影響を与えたりする
ことがあるため、乾燥方式としては、基材への張力付加を最小にできる横型乾燥機での乾
燥がより好ましい。
【００３４】
　上記の方法で製造された絶縁層付支持材料は、工程（ａ）では、支持材料１０に含浸材
料が塗布されており、工程（ｂ）で、その塗布面に基材３０を張り合わせるが、その際、
基材３０に含浸材料が含浸していく過程では、基材３０の支持材料１０面側から含浸材料
が含浸していくので基材３０に保持されている空気は、他方の面側から押し出されるよう
に排出されていく。一方、工程（ｃ）では、基材３０の他方の面側から、含浸材料を基材
に含浸させる。基材３０に含浸材料が含浸する際、支持材料の搬送方向後端部分は含浸材
料が未含浸領域なので、基材に内包されている空気が未含浸領域から押し出されるためボ
イドの少ない絶縁層付支持材料とすることができる。
【００３５】
　また、本発明の縁層付支持材料の製造方法は、前記基材に与える張力と、前記支持材料
に与える張力との関係は、基材＜支持材料、であることが好ましい。これにより、基材に
与える張力を小さくすることが出来るため、剛性、寸法安定性を維持しつつ、製造安定性
に優れた縁層付支持材料の製造方法とすることが出来る。
【００３６】
　本発明の絶縁層付支持材料１３０は、図２に示すように、金属箔または樹脂フィルムか
らなる支持材料１０と、支持材料１０の一方の面側に、基材３０に樹脂７０を含浸させた
絶縁層３７が積層された構造となっている。
【００３７】
　次に多層プリント配線板について説明する。
【００３８】
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　多層プリント配線板は、金属張積層板をエッチング加工することにより得られる、一般
的にコアと呼ばれる内層回路基板とし、少なくとも一方の面側に絶縁層付支持材料を積層
していくことにより得られる。
【００３９】
　内層回路基板はまず、金属張積層板の表裏の導通を図るべく、レーザーまたはドリルに
より開口する。なお、金属箔を予めエッチング後に、レーザーまたはドリルにより開口し
ても良い。
【００４０】
　その後、無電解めっきにより表裏の導通を図る。そして、エッチングで内層回路を形成
することで内層回路基板を得ることができる。なお、内層回路部分は、黒化処理等の粗化
処理したものを好適に用いることができる。また開口部は、導体ペースト、または樹脂ペ
ーストで適宜埋めることができる。
【００４１】
　次に、内層回路基板上に、樹脂フィルムまたは金属箔からなる絶縁層付支持材料を積層
する。ビルドアップ材には、市販のフィルムまたは金属箔からなる絶縁層付支持材料も用
いることができる。
【００４２】
　フィルム付き絶縁層を用いた場合は、内層回路を覆うように、フィルム付き絶縁層を積
層し、絶縁層を形成する。積層（ラミネート）方法は、特に限定されないが、真空プレス
、常圧ラミネーター、および真空下で加熱加圧するラミネーターを用いて積層する方法が
好ましく、更に好ましくは、真空下で加熱加圧するラミネーターを用いる方法である。
【００４３】
　次に、形成した絶縁層を加熱することにより硬化させる。硬化させる温度は、特に限定
されないが、１００℃以上、２８０℃以下の範囲が好ましい。特に、１５０℃以上、２６
０℃以下が好ましい。また、次のレーザー照射および樹脂残渣の除去を容易にするため、
半硬化状態にしておく場合もある。また、一層目の絶縁層を一部硬化（半硬化）させ、絶
縁層上に、一層ないし複数の絶縁層をさらに形成し半硬化の絶縁層を実用上問題ない程度
に再度加熱硬化させることにより絶縁層間および絶縁層と回路との密着力を向上させるこ
とができる。この場合の半硬化の温度は、８０℃以上、２００℃以下が好ましく、１００
℃以上、１８０℃以下がより好ましい。
【００４４】
　次に、絶縁層に、レーザーを照射して、開口部を形成する。レーザーは、エキシマレー
ザー、ＵＶレーザーおよび炭酸ガスレーザー等が使用できる。レーザーによる開口部の形
成は、絶縁層の材質が、感光性・非感光性に関係なく、微細な開口部を容易に形成するこ
とができる。したがって、絶縁層に微細な開口部を形成することが必要とされる場合に特
に好ましい。
　なお、レーザー照射後の樹脂残渣等は過マンガン酸塩、重クロム酸塩等の酸化剤などに
より除去することが好ましい。また、平滑な絶縁層の表面を同時に粗化することができ、
続く金属メッキにより形成する導電配線回路の密着性を上げることができる。
【００４５】
　次に、外層回路を形成する。外層回路の形成方法は、例えば、公知の方法であるセミア
ディティブ法などで形成することができるが、本発明は何らこれらに限定されない。次に
、導体ポストを形成する。導体ポストの形成方法としては、公知の方法である電解メッキ
等で形成することができる。例えば、外層回路を電解メッキ用リードとして、銅電解メッ
キを行い、銅で充填し銅ポストを形成することができる。工程を繰り返すことにより、さ
らに多層にすることができる。なお、前述の絶縁層を半硬化状態にした場合は、後硬化（
ポストキュア）を行う場合もある。
【００４６】
　次に、ソルダーレジストを形成する。ソルダーレジストの形成方法は、特に限定されな
いが、例えば、ドライフィルムタイプのソルダーレジストをラミネートし、露光、および
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現像により形成する方法、または液状レジストを印刷したものを露光、および現像により
形成する方法によりなされる。なお、接続用電極部は、金めっき、ニッケルメッキおよび
半田めっき等の金属皮膜で適宜被覆することができる。このような方法により多層配線板
を製造することができる。
【００４７】
　次に、絶縁層付支持材料１３０の製造装置の一実施形態について説明する。
【００４８】
　絶縁層付支持材料の製造装置の一実施形態の概略図を示したのが図１である。図２およ
び図３は、図１において円Ｉおよび円ＩＩで示した領域の拡大図である。
【００４９】
　図１に示すように、本発明の一実施形態である絶縁層付支持材料の製造装置は、金属箔
または樹脂フィルムからなる支持材料１０と、支持材料１０の一方の面側に、基材３０に
樹脂を含浸させた絶縁層３７が積層された絶縁層付支持材料１３０を連続的に製造する装
置である。
　本製造装置は、支持材料１０の一方の面側に、第一の含浸材料５１を塗布する第一塗布
手段６１と、支持材料１０の第一の含浸材料５１が塗布された面に、基材３０を張り合わ
せる張り合わせ手段４３で構成されている。
　また、本製造装置は、張り合わされた基材の他方の面側に第二の含浸材料５２を塗布す
る第二の塗布手段６２とで構成されている。
【００５０】
　また、第一または第二の塗布手段６１、６２は、グラビアロールを用いた構成であって
もよい。さらに、第二の含浸材料５２を塗布した後、支持材料１０を水平に搬送しながら
乾燥する乾燥手段７０を有していてもよい。
　このように、第一の塗布装置５６１、張り合わせ手段４３、第二の塗布装置５６２およ
び乾燥手段７０がこの順に連続して構成されている。
【００５１】
　以下、各構成について説明する。
【００５２】
　第一塗布装置５６１に用いられる第一の塗布手段６１としては、薄膜塗布における厚み
精度に優れるグラビアロールを使用した塗布方式が好ましい。グラビアロールとは、ロー
ル表面に連続幾何学模様を彫刻したロールのことである。グラビアロールの彫刻パターン
、メッシュ、深さは、特に限定はされないが、塗工する樹脂成分の粘度や所望の膜厚が得
られるものを適宜選択すればよい。使用するグラビアロールの径は、３０～２００ｍｍφ
が好ましい。小径では、樹脂と基材との接触面積を少なくでき、塗布外観及び塗布厚み精
度が向上する。グラビアロールのパターン例としては、特に限定はされないが、ピラミッ
ド型、台形型、三角斜線型、亀甲型のいずれかまたはそれらを組合わせたものが好ましく
用いられ、三角斜線型が特に好ましい。メッシュとしては、特に限定はされないが、２０
～２００メッシュが好ましい。また、グラビアロールの彫刻部分に保持される含浸材料の
容積は、特に限定はされないが、１０～２００ｃｍ３／ｍ２が好ましく用いられる。深さ
は、特に限定はされないが、１５～３００μｍが好ましく用いられる。また、第一の塗布
手段６１での塗布においては、所定の樹脂量を塗布できる容積のグラビアロールを選定し
、５～３０ｍ／ｍｉｎの速度にて、塗布方向に対して逆転方向に回転させることが好まし
い。
【００５３】
　この第一および第二の塗布装置５６１、５６２は、図示しない駆動手段によって回転駆
動している。第一の塗布装置５６１は、支持材料１０に第一の含浸材料５１を塗布する第
一の塗布手段（グラビアロール）６１と、第一の塗布手段６１の表面に第一の含浸材料５
１を供給する含浸材料供給部（図示せず）と、第一の含浸材料５１が供給されてから支持
材料１０に接触するまでの間の第一の塗布手段６１表面に押し当てられることで第一の塗
布手段６１表面の余剰塗布液を掻き落とすドクターブレード（図示せず）とを具備してい
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る。また、第二の塗布装置５６２は、支持材料１０に張り合わされた基材３０の面側から
第二の塗布手段６２の表面に第二の含浸材料５２を供給する含浸材料供給部（図示せず）
と、第二の含浸材料５２が供給されてから基材３０に接触するまでの間の第二の塗布手段
６２表面に押し当てられることで第二の塗布手段６２表面の余剰塗布液を掻き落とすドク
ターブレード（図示せず）とを同じく具備している。
【００５４】
　支持材料１０と第一の塗布手段６１との接触面を安定させるために、第一の塗布手段６
１の前後には、ガイドロール４１を設置し、基材上面から第一の塗布手段６１側へ基材を
押し付ける向きにすることが好ましい。このガイドロール４１と第一の塗布手段６１との
距離は３００ｍｍ以下が好ましい。
　この距離が３００ｍｍより大きいと、基材が第一の塗布手段６１に接触する際に基材が
安定せず、塗布ムラが発生することがある。
【００５５】
　このグラビアロールに付着した余剰樹脂をドクターブレード（図示せず）にて掻き落と
し、グラビアロール彫刻内のみに保有された所定の樹脂分を支持材料１０に転写させる。
ドクターブレードをグラビアロールに押し付ける圧力としては、０．２から０．５ＭＰａ
が好ましく、上記下限値以下だと余剰樹脂の掻き取りが不安定となり塗工樹脂量も安定し
ない。また、上記上限値以上だとドクターブレードの磨耗が激しくなりランニングコスト
がアップする。
【００５６】
　また、ドクターブレードの材質は、金属、例えばＳＫ材（炭素工具鋼  ＪＩＳ  Ｇ  ４
４０１）、又はポリプロピレン等の樹脂のいずれも採用することができる。金属で構成し
た場合は、十分な耐摩耗性を発揮できると共に高い剛性を発揮できることにより、余剰塗
布液の掻き取り性が良好となり、高精度な塗布量分布を安定して確保できる。また、樹脂
で構成した場合は、第一および第二の塗布手段６１、６２に傷を付けるおそれがなくなる
。さらに、ドクターブレードの第一および第二の塗布手段６１、６２との接触は、第一お
よび第二の塗布手段６１、６２との接触点における接線とドクターブレードとの交差角が
４５゜以下とすることが好ましく、この場合に良好な掻き取り性が得られる。
【００５７】
　また、第一および第二の塗布手段６１、６２は金属で構成するのが基本であるが、金属
ロールの表面を摩耗防止のためのセラミックコーティングで覆い、その表面に版目（メッ
シュ）を形成したセラミックグラビアロールとしてもよい。
【００５８】
　使用する樹脂ワニスとしては、室温における粘度が２０から７００ｃｐｓのものが好ま
しく、塗布時の粘度変化を抑えるためにポンプで循環させる構造とする。粘度が２０ｃｐ
ｓ以下だと、転写効率が下がり必要とする塗布量の確保が難しくなり、また、７００ｃｐ
ｓ以上だと樹脂の持ち上げ量が多くなりドクターブレードにて余剰樹脂を掻き落とす際に
、多量の樹脂を掻き落とすことになりバットからの樹脂オーバーフローとなる。また、基
材への樹脂転写安定性にも欠け、塗布ムラとなりやすい。
　この第一塗布装置５６１にて塗布された支持材料１０の塗布された面に基材３０を張り
合わせる工程においては、支持材料１０をロールで支持された場所にて基材と張り合わせ
ることが好ましく基材と樹脂の含浸性も安定する。また、張り合わせ角度も９０度以下が
好ましく、それよりおおきいと張り合わせ時の基材目曲がりが起こる原因となるので好ま
しくない。
【００５９】
　第二塗布装置５６２としては、上述の第一塗布装置５６１と同様であることが好ましい
。支持材料１０と基材３０を張り合わせた後に、基材の張り合わせた面の逆の面からグラ
ビアロールにて所定の樹脂量を塗布する。
【００６０】
　乾燥手段７０としては、横型乾燥機での乾燥が好ましく、支持材料基材下面をロールに
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てサポートされた状態にて搬送するため、基材への張力を最小にすることができる。
張力としては、３０Ｎ以下が好ましい。
【００６１】
　以上、本発明の実施形態による絶縁層付支持材料の製造方法について説明してきた。こ
の製造方法によれば、以下の作用効果が奏される。
　支持材料１０の一方の面側に、第一の樹脂７１を含む第一の含浸材料５１を塗布し、基
材３０の一方の面側を、支持材料１０の第一の含浸材料５１が塗布された面に張り合わせ
、基材３０の他方の面側に第二の含浸材料５２を塗布する。これにより、支持材料１０に
塗布された第一の含浸材料５１面に基材３０を張り合わせて、基材３０に第一の含浸材料
５１を含浸させたあとは、支持材料１０を搬送することにより基材３０に余分な張力が掛
らないので、寸法安定性に優れた多層プリント配線板用の絶縁層付支持材料の製造方法と
することが可能となる。
　また、基材３０の他方の面側から第二の含浸材料５２を塗布し、第二の含浸材料５２を
基材３０に含浸させる際、支持材料１０の搬送方向後端部分は含浸材料が未含浸領域なの
で、基材３０に内包されている空気が未含浸領域から押し出されるためボイドの少ない絶
縁層付支持材料の製造方法を提供することができる。
　また、塗布は、溝に保持された前記第一または第二の含浸材料５１、５２を基材３０ま
たは支持材料１０に転写するようにしてもよく、また、張り合わせる工程において、基材
３０の、支持材料１０に対する張り合わせ角度を鋭角にしてもよい。これにより、基材３
０を支持材料１０に沿わせるような角度で張り合わせることが出来るので、基材３０に歪
みが少ない絶縁層付支持材料の製造方法とすることができる。
　さらに、これまでの絶縁層付支持材料１３０は、絶縁層３７が樹脂層のみの構成のため
、剛性不足であったが、基材３０に樹脂を含浸させることにより剛性が向上する。また、
従来の基材を樹脂ワニスに含浸させるディップ含浸方式では、表裏樹脂量の制御が困難な
ため、積層板またはプリント配線板としたとき反りが大きくなることがあった。それに対
して、本発明では、基材３０の表面および裏面を別工程で塗工することにより表裏樹脂量
を制御することが可能となり、反り低減が可能となった。また、これまでのスクイズ／コ
ンマロール樹脂量調整方式では、基材３０を挟み込み間隙調整を行い樹脂付着量を制御し
ていたため基材３０の切れや破れが多く発生していたが、表裏個別にグラビアロールにて
塗工するため挟み込む部分がなく基材の切れや破れを防止することができるという効果を
奏する。
【実施例】
【００６２】
　以下、本発明を実施例及び比較例により説明するが、本発明はこれに限定されるもので
はない。
【００６３】
＜実施例１＞
　図１に示す装置を用いて絶縁層付支持材料を作成した。
（１）ワニスの準備
　臭素化ビスフェノールＡエポキシ樹脂（エポキシ当量５５０、臭素化率２３％、ジャパ
ンエポキシレジン（株）製　Ｅｐ－５０４７）７５重量部、オルソクレゾールノボラック
型エポキシ樹脂（エポキシ当量２２０、ＤＩＣ（株）製　エピクロンＮ－６９０）２０重
量部とをジメチルフォルムアミドに攪拌、溶解し、そこへ硬化剤としてジシアンジアミド
５重量部、水酸化アルミ（ＨＰ－３６０　昭和電工（株）製）４０部を添加して第一およ
び第二の含浸材料を作製した。
（２）塗布および乾燥
　次に、樹脂ワニスを厚さ１２μｍの銅箔（古河サーキットフォイル（株）製　Ｆ２ＷＳ
－１２）の粗化面に、三角斜線型で１５０メッシュ、容積が２２．５ｃｍ３／ｍ２のグラ
ビアコーターにて第一の樹脂材料を塗布し、その後、巻き出し張力１０Ｎにて巻き出され
た厚さ１５μｍのガラス織布（ユニチカグラスファイバー（株）製　Ｅ０２Ｚ－０４－Ｓ
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Ｋ　坪量１７ｇ／ｍ２）を塗布された銅箔粗化面上に張り合わせた。
　張り合わせ基材のガラス織布側から、同様に、三角斜線型で１００メッシュ、容積が３
０ｃｍ３／ｍ２のグラビアコーターにて、前記塗布と合わせて厚さ２０μｍとなるよう第
二の含浸材料を塗布し、横型乾燥機にて支持基材張力３０Ｎにて、乾燥温度設定１００℃
、１２０℃、１５０℃で各１分間連続的に乾燥を行い、樹脂厚２０μｍのＢステージ化さ
れた絶縁層付支持材料（銅箔付きガラス織布入り絶縁層）を得た。
（３）多層プリント配線板の作製
　次に、基材厚０．０６ｍｍ、銅箔厚１２μｍのガラスエポキシ両面銅張積層板をパター
ン加工して内層回路板を得た。銅箔表面を黒化処理した後、上記、銅箔付きガラス織布入
り絶縁層を両面にセットした。
　セットされた製品を製品間に１．６ｍｍステンレス製あて板を挟み、１段に１５セット
投入し、昇温速度３℃／ｍｉｎ～１０℃／ｍｉｎ、圧力１．０～３．０ＭＰａ／ｃｍ２、
真空度－７６０～－７３０Ｔｏｒｒの条件で、真空プレスを用いて製品温度１５０℃１５
分以上加熱、プレスし多層プリント配線板を作製した。
＜実施例２＞
（１）ワニスの準備
　樹脂ワニスについては実施例１と同一のものを使用した。
（２）塗布および乾燥
　次に、樹脂ワニスを厚さ３６μｍのＰＥＴフィルム（（株）帝人製　ＮＲＡ－０２）の
離型処理面に、三角斜線型で１５０メッシュ、容積が２２．５ｃｍ３／ｍ２のグラビアコ
ーターにて第一の樹脂材料を塗布し、その後、巻き出し張力１０Ｎにて巻き出された厚さ
１５μｍのガラス織布（ユニチカグラスファイバー（株）製　Ｅ０２Ｚ－０４－ＳＫ　坪
量１７ｇ／ｍ２）を塗布されたＰＥＴフィルム上に張り合わせた。
　張り合わせ基材のガラス織布側から、同様に、三角斜線型で１００メッシュ、容積が３
０ｃｍ３／ｍ２のグラビアコーターにて、前記塗布と合わせて厚さ２０μｍとなるよう第
二の含浸材料を塗布し、横型乾燥機にて基材張力３０Ｎにて、乾燥温度設定１００℃、１
２０℃、１５０℃で各１分間連続的に乾燥を行い、樹脂厚２０μｍのＢステージ化された
絶縁層付支持材料（ＰＥＴ付きガラス織布入り絶縁層）を得た。
（３）多層プリント配線板の作製
　次に、基材厚０．０６ｍｍ、銅箔厚１２μｍのガラスエポキシ両面銅張り積層板をパタ
ーン加工して内層回路板を得た。銅箔表面を黒化処理した後、上記、ＰＥＴフィルム付き
ガラス織布入り絶縁層のＰＥＴフィルムを剥がしプリプレグとし、このプリプレグと厚さ
１２μｍの銅箔（古河サーキットフォイル（株）製　Ｆ２ＷＳ－１２）を両面にセットし
た。
　その後の多層成形については、上記実施例１と同様にして多層プリント配線板を作製し
た。
【００６４】
　各実施例により得られた多層プリント配線板について、次の各評価を行った。各評価を
、評価方法と共に以下に示す。得られた結果を表１に示す。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
（測定方法）
　内層回路板試験片：Ｌ／Ｓ＝１２０／１８０μｍ、クリアランスホール１ｍｍφ、３ｍ
ｍφ、２ｍｍスリット
【００６７】
１：層間絶縁材料の弾性率：動的熱分析装置（ＴＡインスツルメント社製、ＤＭＡ、５℃
／ｍｉｎ）で測定した２００℃での弾性率
【００６８】
２：実装時の基材たわみ：２００℃雰囲気下、１０ｇ加重でチャック間距離１０ｍｍで基
材に上部より加重をかけた時のたわみを測定。○基材たわみが１．０ｍｍ以下で実装に問
題がなかった。×基材のたわみが１．０ｍｍを超え、実装ができなかった。
【００６９】
３：寸法安定性：内層回路板を基準とし多層成形後、銅箔を全面エッチングし、その後の
寸法変化率を測定。
【００７０】
４：量産安定性（歩留）：連続して８００ｍの塗布を行ったとき、基材切れ、破れ発生状
況を調査。○切れ、破れ発生なし。×切れ、破れ発生あり。
【符号の説明】
【００７１】
１０　支持材料
３０　基材
３７　絶縁層
４０　支持ロール
４１　ガイドロール
４３　張り合わせ手段
５０　乾燥機
５１　第一の含浸材料
５２　第二の含浸材料
５６１　第一の塗布装置
５６２　第二の塗布装置
６１　第一の塗布手段
６２　第二の塗布手段
７０　乾燥手段
７１　第一の樹脂
７２　第二の樹脂
１３０　絶縁層付支持材料
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